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 医院 

〒617-0002  

向日市寺戸町東野辺 31 

保健センター2階 

TEL/FAX :（075）932-7831 

メール : famisapo@city.muko.lg.jp 

 

消防署 

ファミサポルールをもう一度確認しましょう！ 

＊ 活動費の支払いは遅くとも、月末もしくは翌月初めには必ずご精算ください。また、活動報告書

は翌月 15 日までに提出してください。東向日別館 4 階子ども家庭課や保健センターポスト投函

も可能です。 

＊ 「顔合わせカード」には個人情報が記載されているため、管理には十分ご注意ください。退会時

は旧様式のカード（写真が貼ってあるもの）はセンターへ返却、新様式のカードは各自で破棄し

てください。また、活動中に知り得た会員の情報などは、他者に漏らさないでください。 

 

 

風薫る新緑の季節となりましたが、皆さまお変わりなくお過ごしでしょうか。 

ファミリーサポートセンターでは 4月から新しい職員を迎え、気持ちも新たに 

スタートしています。今年度も皆さまの温かな想いを大切にして、ひとつひとつの

ご依頼に寄り添っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

令和 8 年 4 月 1 日から会則が一部変更になりました！ 

＊ 援助活動の対象年齢について「生後 2 か月からおおむね 10 歳」が「小学 6 年生」までに引き

上げられました。今後は末子が小学 6年生の年度末に自動退会となります。   

＊ 「児童を預かる場所は原則、援助会員の家庭」となっていましたが、「会員の自宅や地域子育て

支援拠点等、児童の安全が確保できる場所」での預かりになりました。 

 

神志那 ・ 南 

市橋・倉橋所長・川﨑 

援助活動は会員同士の信頼関係に基づいて成り立っています。約束した時間や内容を守り 

より良い活動が行えるよう、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。 

児童虐待防止の受講について 

ファミリーサポートセンター事業について、国の実施要綱が改正され、児童虐待防止に関する講座

の受講が 5年に 1回必要となりました。今年度は 9月の養成講座内で実施予定です。正しい知識や

情報を学ぶ機会になりますので、ぜひご受講ください。 

 

ホームページに新しい会則を掲載していますのでご確認ください 



   

 ～新たな出会い、嬉しいつながり～ 
令和 7 年度も新しい会員を迎え、たくさんの皆様に 

ご協力いただき、いろいろな依頼にこたえていただく 

ことができました。そんな活動の一端をお伝えします。 

         ～依頼会員から両方会員  
 

そして援助会員へ～ 
 

「T さんって、あの時の…」「あ～！その節はお世話になりました…」 
11 月の「ふぁみさぽルーム」に参加された援助会員さん同士の会話です。 

11 年前の体験会「ちょこっと列車」に参加した当時の依頼会員 T さんが 

その後、援助会員として登録され、当時何度か預かりをお願いした援助会員

の O さんに再会されたのです。 

当時を懐かしみ、今は同じ援助会員として一緒に活動されている姿に 

スタッフもとても嬉しく温かい気持ちになりました。 

令和７年度の「子育てサポーター養成講座」にも 3 名の依頼会員 

が参加され、両方会員として登録されました。 

預ける側から預けられる側へ、地域のつながりがひろがって 

いくことを本当に頼もしく感じます。 

令和 8年度の事業予定 

子育てサポーター養成講座 
 

9月 1日～30日 （計７講座） 
 

今年は午前・午後続けて実施予定。 

単発参加も OK！保育もあります。 

現援助会員さんや依頼会員さんも 

ぜひご参加ください！ 

フォローアップ講座 
 

11月予定 
緊急救命講習「幼児安全法」 

日本赤十字社の方を講師に 

緊急時の対応を学びます。 

  

交流会 
 

5月 29日 プチトレエアロ 

11月予定  紙遊び教室 

令和 9年 3月  
入学おめでとうカード作り 

ふぁみさぽルーム 
 

6月 2日 ・ 7月 1日 
10月 7日 ・12月 1日 

令和 9年 3月 3日 
 

保健センター内での 2 時間程度

の預かり保育です。 

聴覚障がいがある方の要約筆記の仕事をされている R さん。 

仕事が不定期で「一時保育」の時間とは合わないため、9 か月

の時から２年近く、月に数回、依頼会員宅で複数の援助会員 

さんにみてもらっています。 

8 月に男の子がうまれた T さん。パパが育休をとって、おむつ

替えも授乳も一緒にしてくれていましたが、パパの仕事復帰後

は、実家も遠いので少し不安というママの依頼で週に 2 回ほど

援助会員のお宅で預かってもらいました。 

<令和 7 年度> (令和 8 年 3 月末) 

＊会員数：579 名（新規は内数） 

  依頼  ：435（新規 85）名   

援助・両方：144（新規 15）名 

＊活動件数 ：702 件 


